
※　◎は各所管課が行うことを表しています。

※　点線は必要に応じて行うことを表しています。

障害者差別解消に関する相談対応の流れ

【市の業務・市職員の対応に関する相談】

相談者 内閣府窓口、他都市等

1.◎（各所管課）相談受付

2.◎情報共有・対応方針検討

3.◎事実確認

4.◎事案の評価・分析、対応方針の検討

5.◎対応の実施
（説明、相談者との調整等）

相談者が各所管課による対応を希望する場合

6.各局人事担当課による対応

（3.～5（上記 部分）を繰り返す）

8.◎各所管課による対応、丁寧な説明等

9.終結 10.◎事例報告

その場で完結する場合（各所

管課の職員に話を聞いてほし

い等）

局単位での対応が必要となる場合

全庁的な対応が必要となる場合

7.総務企画局人事課による対応

（3.～5（上記 部分）を繰り返す）


